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開  会  

 議  長  おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達しておりますので、令和６年第１回東峰村議会臨時会を開会いたしま

す。 

 （９時３０分） 

 開  議  

 議  長  それでは、ただ今から、配布しております日程により、議事を進めてまいります。 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、 

９番 黒川隆康議員、１番 和田将幸議員を指名いたします。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 

 本臨時会の会期は、本日１月２５日の１日間としたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 

事務局長 

（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長より、議案の上程報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

村長 

 村  長  皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、令和６年第１回東峰村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の

皆様方には公私ともご多忙の中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 また、日頃から村政の円滑な運営をはじめ、関係する政策全般につきご理解、ご尽

力をいただきますことを、深く感謝申し上げます。 

 新しい年が明けたところではございますが、本年は、すでに皆様ご存じのように、

地震、事故、火災などさまざまなことが起きています。改めて自治体にとって、危機

管理は最も重要なことであり、あらゆる災害を想定内として対応することはもちろ

ん、予防、防災、常に住民一人一人が、災害が起きたらどう行動するか、地域がどう

動くか、自助・共助のあり方を、訓練を通じて経験値を積み上げなければならないと

強く感じているところであります。 

 さて、１２月まで実施されたデジタル商品券事業ですが、たくさんの方にご利用い

ただきましたことを感謝申し上げます。 

 利用状況として、プレミアム付デジタル商品券は、販売価格５，２００万円に対し、

５，１８６万５６４円の利用、１３万９，４３６円が未利用で、利用率９９．７３％

となっております。 

 一方、生活応援デジタル商品券は、発行金額５６０万７千円に対し、４７９万３，

８７５円の利用、８１万３，１２５円が未利用で、利用率８５．５％となっています。 
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 消費者が購入したプレミアム付商品券と、全員に付与された生活応援商品券に対す

る意識と認識の差だとは思っていますが、昨年実施された一人１万円の生活応援商品

券、紙のやつでございますが、の利用率が９６．４５％、それと比較すると約１０ポ

イントの利用の差があっております。それぞれ事情があるとは思いますが、来年度以

降も商品券事業はデジタルで実施する予定ですので、より皆様に浸透するように努力

していかなければならないと考えています。 

 来年度は、外出支援タクシーチケットのとほっぴ payのクーポンによる実施や、健

康マイレージで獲得したポイント交換の１つとして、とぽっぴ payへの付与などの実

施を考えています。一気に変革は困難ですので、一歩ずつデジタルが当たり前になる

東峰村を築いていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力、ご利用をお願いす

るものであります。 

 それでは、本臨時会に執行部から提案しております、議案等について説明を申し上

げます。 

 本臨時会には、専決処分の承認について２件、条例の一部改正について１件、補正

予算について２件、計５件の議案等を提案申し上げ、ご審議をお願いするものであり

ます。 

 承認第１号、東峰村国民健康保険税条例の一部を改正する条例に係る専決処分につ

きましては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険税について、出産する被保険者に

係る産前産後期間相当分の所得割額及び被保険者均等割額を減税する制度が創設さ

れたため、東峰村国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会の

議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないこ

とが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 

 承認第２号、令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第８号）の専決処分に

つきましては、国の施策である物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得者

世帯枠分）給付、また、令和５年１２月２０日、甘木朝倉広域市町村圏事務組合臨時

議会にて消防費負担金の増額が議決されたため、予算の増額の必要が生じましたが、

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 

 議案第１号、東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定につきましては、人事院勧告に準じて、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

 議案第２号、令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）につきまして

は、歳入歳出それぞれに５，６７８万５千円を追加し、歳入歳出総額を５６億４，６

４４万６千円とするものです。 

 歳出では、一般管理費として、災害派遣職員負担金１，４００万円、電算事務費と

して２０３万５千円、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業として２，２１

０万円、価格高騰緊急支援給付金として１，８６５万円、合計５，６７８万５千円を

計上しています。このうち、２，７７６万９千円については、国からの物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用するものです。 

 議案第３号、令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第４

号）につきましては、歳入歳出それぞれに９３０万円を追加し、歳入歳出総額を３億

６，８３３万８千円とするものです。 

 歳出では、一般被保険者療養給付費として９３０万円を計上しています。 
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 以上、提案理由の概要を説明申し上げましたが、皆様には慎重審議いただき、ご議

決賜りますようお願い申し上げまして、私の提案理由の説明といたします。本日は、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

住民福祉課長 

住民福祉課長  議案の２ページをお願いいたします。 

 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて（専決第９号）」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 令和６年１月２５日提出、東峰村長名でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 東峰村専決第９号、専決処分書。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、東峰村国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を専決処分する。 

 令和５年１２月２８日専決、東峰村長名でございます。 

 提案理由といたしまして、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため

の健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険税について、出産

する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び被保険者均等割額を減額す

る制度が創設されたため、東峰村国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じた

が、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認め、専決処分するものでございます。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。 

 令和５年東峰村条例第２５号、東峰村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 東峰村国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。新旧対照表でございま

す。 

 ４ページから７ページにかけまして、改正後の条例の条文を列記しております。 

 主な内容としましては、先ほどの、上記の提案理由の一部法改正によりまして、国

民健康保険税について、出産する被保険者の出産予定日の属する月の前月から出産予

定月の翌々月までの期間に係る所得割及び均等割額の免除措置が導入されることと

なるものでございます。 

 ４ページの第２３条、国民健康保険税の減額の第３項にその内容を追記しまして、

４ページから６ページの中段にかけまして、１から６の各号において、課税減額の項

目別に追加しております。 

 また、６ページの中段から７ページの中段にかけまして、第２４条の３、出産被保

険者に係る届出について、提出の内容ごとに追記をされております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 附則、施行期日、この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 適用区分、この条例による改正後の東峰村国民健康保険税条例の規定は、令和５年

度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以降の期間に係るもの及び令和６年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち

令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例によるものでございます。以上でございます。 

 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 
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 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて（専決第９号）」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

６番 高橋弘展議員 

 ６  番  総務常任委員会でもお聞きしましたけれども、届出ですね。この届出を出すという

作業が必要になるかと思います。この対象者に対しては、どの時点でこういう届出を

行うと免除されるということを通知というか、されるのでしょうか。お尋ねいたしま

す。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  通知につきましては、国保への加入者が事前にもう分かっております。 

 もちろん母子保健等で生まれる月等の、予定月というのはこちらで確認しておりま

すので、前もってそういう通知を、確か、基本的には３カ月ぐらい前からはさせてい

ただきたいと思っております。 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 承認第１号「専決処分の承認を求めることについて（専決第９号）」を、お諮りい

たします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、承認することに決定されました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１０号）」

を、議題といたします。 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  ８ページをお開きください。 

承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１０号）」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 令和６年１月２５日提出、村長名でございます。 

 続きまして、９ページでございます。 

 東峰村専決第１０号、専決処分書。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補

正予算（第８号）を専決処分する。 

 令和５年１２月２８日、村長名でございます。 

 理由、国の施策である物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得者世帯枠

分）給付、また１２月２０日、甘木朝倉広域市町村圏事務組合臨時議会にて消防費負

担金の増額が議決されたため、予算の増額の必要が生じたが、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであ

ると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分するものである。 

 １０ページでございます。 
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 令和５年度一般会計歳入歳出補正予算（第８号） 

 令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第８号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５３３

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億８，９６６万１千円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年１２月２８日専決、東峰村長名でございます。 

 続きまして、１１ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入。 

 １１款国庫支出金、２項国庫補助金１，７０５万２千円の補正でございます。 

 １５款繰入金、２項基金繰入金８２７万８千円。 

補正額２，５３３万円、補正後の金額、５５億８，９６６万１千円でございます。 

 １２ページ、歳出。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、補正額２，４１０万円。 

 ９款消防費、１項消防費１２３万円。 

 補正額２，５３３万円、補正後の金額、５５億８，９６６万１千円でございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 １５ページ、１１款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、２６節

緊急経済対策地方創生臨時交付金１，７０５万２千円。 

 １５款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、１節財政調整基金繰入

金８２７万８千円でございます。 

 続きまして１６ページ、歳出でございます。これは、関係する各課より説明をさせ

ていただきます。 

 総務企画課は、９款消防費、１消防費、１目常備消防費でございます。 

 これにつきましては、令和５年度基準財政需要額の確定によりまして、広域圏への

広域消防負担金、これにつきまして、１２３万円の増額をする必要がございましたの

で、計上させていただいております。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  住民福祉課分としまして、同じく１６ページでございます。 

 歳出、３款１項１５目価格高騰緊急支援給付金、補正額２，４１０万円の増額補正

でございます。 

 内容としまして、１２節委託料に、該当者の抽出並びに発送のためのシステム改修

で１７０万円、１９節扶助費に非課税世帯３２０世帯分の追加給付分としまして、２，

２４０万円の計上をするものでございます。以上です。 

 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１０号）」の質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

２番 樋口朗議員 

 ２  番  まず、９款の消防費ですが、これは、納期限がいつまでであるかのお尋ねです。 

 それから、その上の価格高騰緊急支援給付金の委託料１７０万円、先ほど若干、該

当者の抽出と発送業務というふうにありまして１７０万円ですけど、もう少しです

ね、詳しくこのシステム改修費の中身について答えていただきたいと思います。 

 たぶん私が考えるのは、システムエンジニアの業務が主ではないかなというふうに
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思って、ハード事業等は含まれてないのではないかなと思います。 

 その１７０万円の内訳がもう少し分かるようにご説明をお願いしたいと思います。

以上です。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  まず、消防費の納期限でございますが、一応今、手元に納付書がございませんが、

早急に納付する必要がございましたので、専決をさせていただいておりますので。 

 はっきりした日時につきましては、後で報告させていただきます。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  ３款１項１５目の１２節の委託料１７０万円の内訳でございます。 

 中身につきましては、この場で明細等がですね、ちょっと資料等がございません。 

 基本的にはですね、システム、要するに住民基本台帳システムの中から抽出すると

いうことで、ほとんどがSEの人件費等になります。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  予算の説明のときにですね、資料がないというのは、少し手落ちではないかなと思

います。 

 後の機会で、全協等で結構でございますので、そのシステムの改修の見積書が出て

いると思いますからですね、そういったことは詳しく説明していただきたいと思いま

す。 

 人件費というとですね、当然システムエンジニアの人件費だと思いますが、やっぱ

り毎回こういうシステム改修費でですね、大きな金額が支出せざるを得ない。給付費

のほうで出るのは、これはもう仕方ないことですけど。 

電算化されているがゆえに、こういったシステム改修費は、もう毎回村で多額の支

出がある。これを、やっぱりできるだけ安く抑える工夫ができないか。他町村の例を

見るとかですね、自分たちでできるところはできるだけ自分たちでするとかですね。

そして、人件費であれば当然、精算というのが出てくるんではないかなと思います。 

 そういったところで、今分かっていることがありましたら、特に精算についてです

ね、もうあらかじめ見積書が出たまんまを終わって払うのか、それともきちんとした、

出張してきた日数等を合わせてですね、精算をするのか。そういったところが分かる

範囲で結構ですので、ご説明をお願いしたいと思います。以上です。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  その中身につきましてですね、後ほど全協のほうでご連絡させていただきたいと思

います。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  同じく私も、価格高騰緊急支援給付金についてなんですけれども。 

 国庫支出金が１，７０５万２千円に対して、事業を行う費用が２，４１０万円とい

うことで、一般財源の財政調整基金から７０４万８千円のほうが繰り入れられている

かと思います。 

 国の事業に基づいてなのにも関わらず、この一般財源が用いられる理由について、

お尋ねいたします。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  こちらの緊急支援の給付金の内容でございます。 

 まず、限度額がですね、国のほうから示されます。約、全体が１００％としました

ら、７割が限度額として国のほうから表示されます。その後、変更というか、追加で

２割。 

 ですから９０％までしか国からの、大体補助というのは、補助というか給付の限度

はございません。１割は自己財源が今までも出ているような状態でございます。 
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 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  確認なんですけれども、この１，７０５万２千円というのは、７割分という考えで

よろしいのか。それか２割も含んだ９割分という話なんでしょうか。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  ７割分でございます。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  最後なんですけけれども。 

 以前もこういう給付金があった場合に関しては、システム改修委託料の部分は、完

全に国が見ているという話だったんですけど、今回に限ってはどうなんでしょうか。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  委託費のシステム改修につきましてもですね、限度額の中に事務費というのがござ

います。そちらも７割程度になっております。以上です。 

 議  長  ないようですから、質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結します。 

 採決します。 

 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（専決第１０号）」を、お諮り

いたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、承認することに決定されました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 議案第１号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を、議題といたします。 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  １７ページをお開きください。 

 議案第１号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 令和６年１月２５日提出、村長名でございます。 

 提案理由、人事院勧告に準じて、東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

の一部を改正するものである。 

 １８ページに新旧対照表を付けております。 

 現行のですね、各職務級に応じた基本給月額を、今回改正するものでございます。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。以上で

ございます。 

 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 議案第１号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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２番 樋口朗議員 

 ２  番  中身ではなくて、これに該当する職員の人数ですね。 

 たぶん平成２９年の制定ですから、九州北部豪雨の災害関連担当の職員のことかな

と想像しておりますが、職員数と。 

 それから、１２月議会でですね、人事院勧告による改正がありましたけど、あのと

きじゃなくて、今回した何か特別な理由があるのかどうか、その２点でございます。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  まず人数でございますが、現在、３級に該当している者が３名、４級に該当してい

る者が１名の、合計４名でございます。 

 そして改正時期でございますが、前回の改正時においてですね、いろいろ改正させ

ていただきましたが、これにつきましても見直したところですね、ちょっと改正漏れ

がございましたので、今回ちょっと遅くなりましたが、こういった形でさせていただ

いております。以上でございます。 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１号「東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 議案第２号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）」

を、議題といたします。 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  １９ページをお開きください。 

 議案第２号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）」 

 令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，

６７８万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億４，６４４

万６千円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年１月２５日提出、村長名でございます。 

 ２０ページ、第１表、歳入歳出予算補正、歳入。 

 １１款国庫支出金、２項国庫補助金、補正額２，７７６万９千円。 

 １５款繰入金、２項基金繰入金２，９０１万６千円。 

 合計５，６７８万５千円の補正でございます。補正後５６億４，６４４万６千円で

ございます。 

 続きまして、２１ページ、歳出でございます。 
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 ２款総務費、１項総務管理費、補正額３，８１３万５千円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費１，８６５万円。 

 補正額５，６７８万５千円、補正後５６億４，６４４万６千円でございます。 

 続きまして、２４ページでございます。 

 歳入、１１款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務国庫補助金、２６節緊急経済

対策地方創生臨時交付金２，７７６万９千円。 

 １５款繰入金、１目財政調整基金繰入金、１節財政調整基金繰入金２，９０１万６

千円でございます。 

 続きまして、２５ページ、歳出でございます。 

 総務企画課関連としましては、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の１

８節負担金補助金及び交付金でございます。 

 これにつきましては、各市町村、県より災害派遣をいただいております。この災害

派遣職員の負担金でございまして、１，４００万円計上させていただいております。

以上でございます。 

 議  長  ふるさと推進課長 

ふるさと推進

課長 

 ２５ページのほうお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、３５目物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事

業、１８節の負担金補助及び交付金の中で一番上ですね、物価高騰特別定額給付金事

業（事業者分）というところで、こちら物価高騰等により影響を受けた村内事業者に、

１件当たり５万円の支援を行うというものになっておりまして、合計で７００万円。

こちらのほうを計上させていただいております。以上です。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  住民福祉課からでございますが、同じく２５ページでございます。 

 ２款１項１４目電算事務費、２０３万５千円の増額補正でございます。 

 内容としましては、令和６年３月１日から戸籍法の一部が改正する法律が施行する

ことに伴いまして、戸籍情報連携システムが整備されております。 

 その中で外字情報を法務省の戸籍情報連携システムより取得する機能を追加する

ため、１２節委託料に予算計上をするものでございます。 

 もう１点、一番下でございますが、３款１項１５目価格高騰緊急支援給付金、１，

８６５万円の増額補正でございます。 

 内容としましては、１２節の委託費にシステム改修費としまして５４０万円、１９

節扶助費に１，３２５万円を給付金定額減税の一体支援枠分として計上するものでご

ざいます。以上です。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  同じく２５ページ、３５目の中の説明の１８節負担金補助及び交付金の中の上から

２番目の物価高騰による学校給食費の負担軽減事業として７２２万５千円を計上い

たしました。 

 こちらに関しましては、物価高騰による学校給食の材料費等の高騰に伴う保護者の

負担を軽減する目的で行うものでございます。 

 こちらにつきましては、令和５年度の２カ月分それから６年度の１年間分を、小学

部一人当たりの１カ月当たりの単価が５千円、中学部が６千円をそれぞれ負担をする

ものでございます。以上です。 

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  同じく２５ページでございます。 

 ２款総務費の３５目の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業でございま

すが、それの１８節負担金補助及び交付金のところの下から２つ目です。物価高騰対
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策の土づくり推進支援金でございます。 

 こちらにつきましては、堆肥のですね、肥料の補助をするということで、２１０万

円計上してございます。 

 それから、一番下でございますが、物価高騰対策としまして水稲収穫促進支援金と

いたしまして、乾燥・籾摺り調整の支援をさせていただくということで、５７７万５

千円を計上させていただいております。以上でございます。 

 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 議案第２号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

３番 佐々木孝議員 

 ３  番  ２５ページ、３５目の、先ほど説明がありました物価高騰のところです。 

 学校給食費の負担軽減事業で、先ほどの説明では５年度、３学期分ですね、それか

ら６年度分ということで言われましたけれども、経済常任委員会の中で私が質問した

ときに、令和７年度以降も無償になるのかという質問をしたときに、まだ未定である

というような回答をいただきましたが、総務常任委員会の中では、恒久的措置として

考え、そのように捉えられているというふうな回答だったと思います。どちらが本当

なのか、お聞きします。 

 議  長  村長 

 村  長  学校給食の負担軽減事業、これは、今回物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金

事業という形で計上させていただいているものではございますが、従来からのやり取

りというか、中でもございました、実質無償化という形の給食費ですね。これについ

ては、６年度から実施したいということで、答弁というか、させていただいたところ

でございました。 

 これについては、６年度以降ですね、公会計化、また含めて実質無償化については

始めるという形で準備をしていたところで、この事業はちょっとございましたので、

今回の予算については、今回計上させていただいたということで、給食費の部分につ

いては、もう一度やると、戻るというのは多分不可能に近いので、村としてはですね、

恒久的に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。以上で

す。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  分かりました。ありがとうございます。 

 次に、３款の民生費のところです。 

 先ほども質問がありましたけれども、システム改修委託料５４０万円。 

先ほども１７０万円と多額のシステム改修委託料なんですが、我々から見たらそん

なに人数も少ないし手間はかからないんじゃないかというふうな気がするんですけ

れども、５４０万円、非常に高い委託料なんですが、中身も併せて教えてください。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  今回の３款１項の価格高騰の追加分でございますが、全協時にもご説明したとお

り、これ中身が、実際は４項目ほど大きく分かれているという説明をさせていただい

ております。均等割のみの課税世帯、それから、それに係る非課税世帯、均等割世帯

の子どもの加算分、それから、令和６年度に、今度新たに住民税均等割となる世帯へ

の給付、それから、定額減税がしきれない分につきましての調整給付という形で、４

つほど分かれておりますので、その分がそれぞれにシステムの改修が必要ということ

で上げさせていただいております。 

 細目としましては、それを合わせて５４０万円の見積もりというふうになっており
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ます。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ２５ページをお願いいたします。 

 ２款１項３５目の物価高騰対策重点支援のほうです。 

 先ほども学校給食費の話があったんですけれども、村長のご答弁の中でも実質無償

化という単語が出てきているんですけれども、実際のところその保護者が支払う給食

費というのがゼロ、もう支払わないという話になるのか、実際その支払った分が還付

されてくる仕組みなのでしょうか。その辺の説明をお願いいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  ご質問につきましては、実際に徴収自体を行わずに、ご負担を０円というふうにな

ります。一旦出していただいてお返しするというふうなことではなくて、もう最初か

ら徴収しないというふうな形にさせていただく予定にしております。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  同じく物価高騰対策なんですけれども、特別定額給付金事業並びに土づくり推進支

援金、水稲収穫促進支援金、いずれも今年度自体が残りわずかとなっております。こ

の実施時期という部分に対しての説明を今一度お願いいたします。 

 議  長  ふるさと推進課長 

ふるさと推進

課長 

 こちらの実施時期につきましては、予算成立後、要綱等準備をしてから募集等を開

始するというところにはしております。 

 ですので、一定期間等必要となるというところがあると思いますので、できるだけ

早いうちにお支払い等はしたいとは思いますけれども、やはり受付等の期間はそれな

りに取る必要はあると思いますので、今年度末から来年度前半期にかけて、その辺ぐ

らいを今のところ念頭にしているところでございます。以上です。 

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  同じく土づくり推進支援金及び水稲収穫促進支援金の実施時期につきましても予

算成立後となりますので、実際、今年度はもう３月という形が予算成立になってくる

のかと思いますので、実質的には令和６年度、来年度というふうなところが、主なと

ころになってくるかなというふうに思っておるところです。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  水稲収穫促進支援金に関しては、もう次の収穫時というのは分かりやすいかと思う

んですけれども、土づくり推進支援金に関しては、ちょっと今年度と交錯するタイミ

ングになってくるのかなと思います。その辺を、あくまでも令和５年度当初で立てら

れたものに関しては、おそらく１２月ぐらいで一旦打ち切りをされるはずだと思うん

ですけれども。その辺の、いつからの分が対象でという部分を改めてお尋ねしたいん

ですけれども、どういうふうな考え方になるんでしょうか。 

 議  長  暫時休憩します。 

（１０時２５分） 

 議  長  会議を再開します。 

（１０時３０分） 

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  先ほどの土づくりの支援金のところの部分の堆肥の補助ですけども、こちらについ

ては、今、今年度の予算につきましても、３月まで今確保がございます。 

 予算がまた新たにこちらの補正についてもですね、そこは切れ目なくという形で対

応できるということで考えております。以上になります。 

 議  長  それでは、先ほどですね、佐々木孝議員の質問の中で、住民福祉課長からの答弁が
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違っておったということでありますので、再度答弁をさせます。 

住民福祉課長 

住民福祉課長  先ほどの答弁の中で、全協の中で説明したという言葉を発したと思いますが、すみ

ません、訂正させていただきます。 

 総務常任委員会時にその資料の説明をしたということでございます。失礼いたしま

した。 

 議  長  ４番 髙倉美紀恵議員 

 ４  番  ２５ページをお願いいたします。 

 ３５目の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業ということで説明がなさ

れておりますが、これは、総務常任委員会でも私お尋ねをいたしましたと思いますが、

非課税の方には７万円、今回も特別定額給付金事業で事業者の方には１件５万円、学

校事業、それから土づくり、水稲と、ずっと物価高騰があるためにこういうふうな補

助金を組まれているんですか、補助金というか組まれていますが、これに該当しない、

学校にも行っていない、非課税でもない、だけど村民である。 

 そこで、物価高騰はみんなに押し寄せてきているものだろうと思います。今後また

このような給付金とかがあるときに、ここに漏れている村民については、どのような

お考えがあるかをお尋ねいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  今回の物価高騰に関する部分、低所得者向けというか、そういった部分については、

今回の補正の予算でですね、審議をしていただいているものでございます。 

 その他のですね、いわゆる課税世帯と申しますか、そちらの分については国からも

示されておりますが、定額減税という形で所得税３万円、住民税１万円上限の減税措

置がされるというふうに聞いておりますので、そちらのほうでされるのかなという、

されるというか救うというか、やるというふうに認識はしておるところでございま

す。 

 前回ちょっと、全員協議会の中でもお話のあった生活応援給付金、また消費喚起等

の分については、また今回についてはですね、先ほどちょっと自分が開会のときのあ

いさつにもありましたが、商品券でないと、現金給付は対象にならないということで

もございましたので、今回の使用率等を分析したうえで、より使っていただけるよう

な形でですね、何らかの、また今回、次回機会があればですね、検討というか、考え

させていただきたいというふうには思っているところです。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  先ほどの質問と関連がありますが、２５ページの電算事務費の戸籍事務内連携パッ

ケージ仕様書改版対応、非常に訳の分からないですけど、国の使っている外字との統

一というふうなことでございました。 

 やはり私たちから見ると、外字がたくさんあることは存じてますけど、そういった

ことに対して２００万も負担しなくてはいけない。これが民生用だったらこんなに高

くはならないと思うんですよね。 

 どうしてもやっぱり自治体相手だから、何かうがった見方ですけど、非常に高い金

額が提示されているのではないかなというふうに思っているところです。 

 それからもう１つ、同僚議員も質問しました民生費のほうの委託料の５４０万。こ

れもですね、扶助費の４０％もこのシステム改修費にかかるわけです。 

 これは私たち、昔、紙台帳時代の場合はすべて手作業でやっていましたから、職員

の人件費さえ払えば、こういったシステム改修料は全く要らない時代があったわけで

す。それでもできていたわけですね。 

 やはり知恵と工夫で、電算委託しているから仕方のない面もありますけど、いろん
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なことに、そこに職員が加わることによって、これをもっと安くすることができない

か。簡単にはいかないと思いますけれども、そこにやっぱり職員の知恵と工夫、ある

いは各市町村の情報交換とかですね、あるいはこういったことに詳しい人を呼んでの

勉強会をするとかですね、そういったことで、やはりこれが先ほどの同僚議員の質問

の中にも、７割は国の補助があるということがありましたけど、それにしてもやはり

あまりにも高額だと。 

 そういったところをもう少し業者からの見積書を精査する。そういったこともこれ

からやっていただきたいと思いますが、その件についてお尋ねします。 

 議  長  村長 

 村  長  委託料の考え方という部分にはなりますが、戸籍の部分については法改正対応でご

ざいますので、これを、中身についてはですね、戸籍のシステム、誰も理解している

人はいないと思います。 

 これについても、もう１つのシステム改修についても、現在電算化の中で、なんで

すかね、人力でやるという部分については、今のところは正確性、また速度と言いま

すか、そういった部分も踏まえて、今、委託という形でやっているところでございま

す。 

 これについていろんな考え方があると思います。それは、それで正しいと思ってお

りますが、村としてはそういう形でやらなければいけない。 

これについても、例えば東峰村だけが独自に改修を行うという部分であれば、当然

厳しくというか、自分も見積もりが出たときに、感覚的にこれちょっと高いんじゃな

いですかというときにはですね、実際の何人日という明細が出てきますので、これの

実際の工程表を出してもらったりとか、そういった形では行っております。 

 ただ、それを、１０人日して出たのを、これを５人日でしょうとかいうところまで

はできないので、それについては、あくまで業者との協議の中で決めていくという形

になっております。 

 将来的にはシステムの統一化、令和７年度目標、こういった部分に向けてですね、

やっていくところでありますので、そういった部分になれば、またちょっと違う形に

はなるかなと思っておりますので、現在については、見積もりについてはきちんと精

査と申しますか、内容について打ち合わせをしたうえでしているというところです

が、業者さん自体が結構複数というかですね、多数の自治体の業務を請け負っており

ますので、うちだけどうのこうのとか、どうのこうのと言いますか、そういった部分

とか、結構人口、うち件数というかですね、対象者数が少ないのでという話をしても、

やっぱりかかる業務は変わらないというふうに言われますので、その辺りについて

は、ご理解いただきたいというふうに思っているところでございます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  私が言っているのは、法改正についてのシステムがどうのこうのではないというこ

とですね。電算処理してますから、昔の紙台帳のような課税台帳は職員も見ることが

できるわけですね。 

 そういったことを、職員も見ることによって判断ができないか。そういった工夫が

できないかというふうに申しているわけでございます。 

 併せて質問なんですけども、実は、最近私のところに、この電算処理業務に通じて、

大変な業者による情報漏えいがあったという通知が来ました。 

 それは何かというと、通信販売を利用している業者からですね、それが、５９の親

団体が５９の通信販売とかいろんな業者の業務を請け負っている。１つの業者から来

たんですけど。その情報漏えいがなんと５００万あるわけですね。これでお断りの手

紙と大変申し訳ありませんでしたということで、迷惑料のクオカード等が送ってきま
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した。わずか１つの業者で５００万の情報漏えいですね。そこの業者は５９のいろん

な民間業者のシステムの保守を請け負っている会社であると。 

 村長がいいましたように、防災とかそういう備え、これはまた大切です。しかし、

情報漏えいに対する村の備え、これも非常に大切です。住民の個人情報、所得とかす

べてをこの役場のシステムの中には入っています。 

 ですから、そういったシステムエンジニアがこちらに来られたときの管理とか、あ

るいは外室、入室、そういったところの管理が、今、適切に行われているとは思いま

すけども、これからもしっかりと村が管理して、情報漏えいがないようにですね、そ

ういったところをきちんとできるように希望するところでございますが、そのことに

ついてのご回答をお願いします。 

 議  長  村長 

 村  長  情報管理、当然、個人情報等を扱っておりますので、それについてはコンプライア

ンス上の話でもございます。個人情報保護条例に基づきます村のほうでのですね、す

みません、名前をちょっと度忘れしましたが、きちんと作ってですね、計画を作って

きっちりやる。すみません、タイトルを私がちょっと度忘れしましたので、作って情

報管理を行っているところでございます。 

 それはもう当然、委託業者にもですね、その計画は網がかぶっているものでござい

ますので、それを適切に行うという約束の下で、きちんとされているものであります。 

 情報漏えいについては、さまざまな原因があると思っております。外部から侵入し

た部分もある、また、内部のオペレーターさんと言いますか、それが持ち出すとかで

すね、そういった部分もありますので、あらゆる可能性、リスクをですね、把握した

うえで、きちんとですね、もうないように、と言いながら、よそでもあるときにはあ

るんですけど、それが、リスクをですね、原因が起こらないようにということは、重々

いつもですね、やりながら、その契約の履行についてはやっておりますので、その部

分については改めてまた、しっかり確認と実施をさせていただきたいというふうに思

っております。 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第２号「令和５年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第９号）」を、お諮り

いたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 議案第３号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正

予算（第４号）」を、議題といたします。 

 補足説明を担当課長に求めます。 

住民福祉課長 

住民福祉課長  ２６ページをお願いいたします。 

 議案第３号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第４

号）」 
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 令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９３

０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６，８３３万８千円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年１月２５日提出、東峰村長名でございます。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。 

 ６款県支出金、１項県補助金、補正額９３０万円の補正で、補正後の歳入総額３億

６，８３３万８千円。 

 続きまして、２８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、補正額９３０万円の計上でございます。歳出の補

正後の総額が３億６，８３３万８千円でございます。 

 続きまして、３１ページをお願いいたします。細目でございます。 

 まず、歳入から、６款１項１目保険給付費等交付金、補正額９３０万円の増額補正

でございます。 

内容につきましては、１節の普通交付金の予算計上でございます。 

 続きまして３２ページ、歳出、２款１項１目一般被保険者療養給付費、補正額９３

０万円の増額補正でございます。 

 内容としましては、高額医療の受給者の増によります、１８節負担金補助及び交付

金の予算計上でございます。以上でございます。 

 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 議案第３号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第４

号）について」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第３号「令和５年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第４

号）」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 閉  会  

 議  長  以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 

 村長よりあいさつの申し出があっております。これを許可いたします。 

村長 
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 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 

 本日、令和６年第１回東峰村議会臨時会を開催し、議員皆様の慎重審議をいただき、

執行部より提案いたしました議案等について、原案どおり可決、承認いただきました

ことを厚く御礼申し上げます。 

 議案審議の中で貴重なご意見、ご提言いただきました。今後十分考慮しながら事業

の実施を進めたいと思っております。 

 さて、この冬は暖冬といわれておりましたが、ここ数日の寒気や降雪もあり、やは

り冬は冬らしく、厳しい寒さではありますが、先週大寒も過ぎ、少しずつ春の足音も

聞こえてくるのかなと思っております。改めて日本は四季を感じられる国であってほ

しいということを感じているところでもあります。 

 今週は水道管の漏水も心配されたところではありましたが、現在のところ目立った

流量の変化も見られておりません。水道管凍結予防の呼びかけを行い、皆様にご協力

いただいたおかげだと思っております。 

 今後も寒い日が続きます。水道管の凍結予防に引き続きご協力いただきますととも

に、風邪やインフルエンザにかからないよう健康管理にも十分注意して、健康にお過

ごしいただきたいと思っております。 

 議員各位におかれましても、健康でご活躍いただきますよう祈念申し上げまして、

私の閉会のあいさつとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 議  長  これをもちまして、令和６年第１回東峰村議会臨時会を閉会いたします。 

（１０時５０分） 

 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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